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電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 

料金表 

第１表 接続料金 

 第１ 網使用料 

  １ 適用 

 

区  分 内     容 

(1)～(7) （略） 

(8) 端末回線伝送

機能に係る料金の

適用 

 

（略） 

ア 端末回線伝送機能（２－１－１－１第２欄ア欄及びイ欄、第３欄、第４欄

①欄並びに２－１－１－２第２欄に限ります。以下本欄（12）までにおいて

同じとします。）については、専用サービス契約約款に規定する線式等及び

保守の区別に準じて基本料及び加算料を適用します。 

イ （略） 

ウ ２（料金額）２－１－１－１第６欄ア欄に規定する機能については、専用

サービス契約約款に規定する高速ディジタル伝送サービスの保守の区別に

準じて適用する２－１－１－１に掲げる料金額に２－１－１－２第１欄イ

(ｲ)欄に掲げる料金額を加えた額を適用します。 

エ～カ （略） 

キ ２（料金額）２－１－１－１第２欄ウ欄に規定する機能については、２－

１－１－１に掲げる料金額に、２－１－１－２第２欄に掲げる料金額を加え

た額を適用します。この場合において、１の光信号主端末回線から分岐する

光信号分岐端末回線について２－１－１－２第２欄ア②欄に規定する加算

料を適用するものが含まれるときは、その光信号主端末回線について２－１

－１－２第２欄イ②欄に規定する加算料を、１の光信号主端末回線から分岐

する光信号分岐端末回線について２－１－１－２第２欄ア②欄に規定する

加算料を適用するものが含まれないときは、その光信号主端末回線について

２－１－１－２第２欄イ①欄に規定する加算料を適用します。 

 

 

ク～タ （略） 

チ ２（料金額）２－１－１－１第６欄イ欄に規定する機能については、２－

１－１－１に掲げる料金額に、２－１－１－２第２欄ア欄に掲げる料金額を

組み合わせて適用します。この場合において、２－１－１－１第６欄イ(ｱ)

欄の機能を利用するときは、１の光信号主端末回線から分岐できる光信号分

岐端末回線の数は８を、２－１－１－１第６欄イ(ｲ)欄の機能を利用すると

きは、１の光信号主端末回線から分岐できる光信号分岐端末回線の数は４を

限度とし、１の光信号主端末回線から分岐する光信号分岐端末回線について

２－１－１－２第２欄ア②欄に規定する加算料を適用するものが含まれる

ときは、その光信号主端末回線について２－１－１－１第６欄イ②欄に規定

する基本料を、１の光信号主端末回線から分岐する光信号分岐端末回線につ

料金表 

第１表 接続料金 

 第１ 網使用料 

  １ 適用 

 

区  分 内     容 

(1)～(7) （略） 

(8) 端末回線伝送

機能に係る料金の

適用 

 

（略） 

ア 端末回線伝送機能（２－１－１－１第３欄及び２－１－１－２第１欄に限

ります。以下第12欄までにおいて同じとします。）については、専用サービ

ス契約約款に規定する線式等の区別に準じて基本料及び加算料を適用しま

す。 

イ （略） 

ウ ２（料金額）２－１－１－１第６欄ア欄に規定する機能については、２－

１－１－１に掲げる料金額に２－１－１－２第１欄イ(ｲ)欄に掲げる料金額

を加えた額を適用します。 

 

エ～カ （略） 

キ ２（料金額）２－１－１－１第２欄ウ欄に規定する機能については、２－

１－１－１に掲げる料金額に、２－１－１－２第２欄に掲げる料金額を加え

た額を適用します。この場合において、１の光信号主端末回線から分岐する

光信号分岐端末回線について２－１－１－２第２欄ア③欄に規定する加算

料を適用するものが含まれるときは、その光信号主端末回線について２－１

－１－２第２欄イ③欄に規定する加算料を、１の光信号主端末回線から分岐

する光信号分岐端末回線について２－１－１－２第２欄ア②欄又はア③欄

に規定する加算料を適用するものが含まれないときは、その光信号主端末回

線について２－１－１－２第２欄イ①欄に規定する加算料を、それら以外の

ときは、その光信号主端末回線について２－１－１－２第２欄イ②欄に規定

する加算料を適用します。 
ク～タ （略） 

チ ２（料金額）２－１－１－１第６欄イ欄に規定する機能については、２－

１－１－１に掲げる料金額に、２－１－１－２第２欄ア欄に掲げる料金額を

組み合わせて適用します。この場合において、２－１－１－１第６欄イ(ｱ)

欄の機能を利用するときは、１の光信号主端末回線から分岐できる光信号分

岐端末回線の数は８を、２－１－１－１第６欄イ(ｲ)欄の機能を利用すると

きは、１の光信号主端末回線から分岐できる光信号分岐端末回線の数は４を

限度とし、１の光信号主端末回線から分岐する光信号分岐端末回線について

２－１－１－２第２欄ア③欄に規定する加算料を適用するものが含まれる

ときは、その光信号主端末回線について２－１－１－１第６欄イ③欄に規定

する基本料を、１の光信号主端末回線から分岐する光信号分岐端末回線につ 
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いて２－１－１－２第２欄ア②欄に規定する加算料を適用するものが含ま

れないときは、その光信号主端末回線について２－１－１－１第６欄イ①欄

に規定する基本料を適用します。 

 

 

 

 

(8)-2～(9) （略） 

(10) （略） 

ア～イ （略） 

ウ 通信路設定伝送機能については、専用サービス契約約款に規定する専用サ

ービスの種類（一般専用サービス（以下「一般専用」といいます。）、高速

ディジタル伝送サービス（以下「高速ディジタル伝送」といいます。）、Ａ

ＴＭ専用サービス（以下「ＡＴＭ専用」といいます。ＡＴＭ専用には、第１

種ＡＴＭ専用サービス、第２種ＡＴＭ専用サービスの種類があり、それぞれ

「第１種ＡＴＭ専用」、「第２種ＡＴＭ専用」といいます。））、品目、サ

ービスクラス（以下「クラス」といいます。）及び保守の区別に準じて基本

料及び加算料を適用します。 

エ～ク （略）  

(10)-2～(28) （略） 

(29)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) （略）  

いて２－１－１－２第２欄ア②欄又はア③欄に規定する加算料を適用する

ものが含まれないときは、その光信号主端末回線について２－１－１－１第

６欄イ①欄に規定する基本料を、それら以外のときは、その光信号主端末回

線について２－１－１－１第６欄イ②欄に規定する基本料を適用します。 

ツ ２－１－１－１第４欄(ｱ)欄及び(ｲ)②欄に規定する機能に係る保守の区

別については、その電話重畳する当社の電話サービスの契約者回線の保守の

態様と同一になるものを適用します。 

(8)-2～(9) （略） 

(10) （略） 

ア～イ （略） 

ウ 通信路設定伝送機能については、専用サービス契約約款に規定する専用サ

ービスの種類（一般専用サービス（以下「一般専用」といいます。）、高速

ディジタル伝送サービス（以下「高速ディジタル伝送」といいます。）、Ａ

ＴＭ専用サービス（以下「ＡＴＭ専用」といいます。ＡＴＭ専用には、第１

種ＡＴＭ専用サービス、第２種ＡＴＭ専用サービスの種類があり、それぞれ

「第１種ＡＴＭ専用」、「第２種ＡＴＭ専用」といいます。））、品目、サ

ービスクラス（以下「クラス」といいます。）の区別に準じて、また同一の

保守の区別により基本料及び加算料を適用します。 

エ～ク （略） 

(10)-2～(29) （略） 

(30) 保守の区別 第８欄及び第 10 欄並びに２（料金額）に掲げる保守の区別については、以下

のとおりとします。 

区 別 内  容 

タイプ１ 以下の保守対応時間外に修理又は復旧の請求を受けたとき

に、その請求を受けた時刻以後の直近の保守対応時間におい

てその修理又は復旧に着手するもの 

ア タイプ１－１ 

 保守対応時間が、土日祝日を除く毎日午前９時から午後５

時までの時間であるもの 

イ タイプ１－２ 

 保守対応時間が、毎日午前９時から午後５時までの時間で

あるもの 

タイプ２ 保守対応時間が限定されていないもの  
(31) （略）  
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２ 料金額 

２－１ 端末回線伝送機能 

２－１－１ 基本額 

２－１－１－１ 基本料 

                                           月額 

区  分 単 位 料金額 備考 

(1) ＰＨＳ

基地局回

線機能 

基地局回線により接続する機能 １ 回 線 ご

とに 

(略) (略) 

(2) (略) (略) (略) (略) (略) 

(ｱ) 保守の区別がタ

イプ１のもの 

１ 回 線 ご

とに 

(略)ア ２線式のも  

 の 

(ｲ) (ｱ)以外のもの １ 回 線 ご

とに 

(略)

イ (略) 

 

(略) 

 

(略)

 

(ｱ) 保守の区別がタ

イプ１のもの 

１ 回 線 ご

とに 

(略)ウ １芯式のも

の 

(ｲ) (ｱ)以外のもの １ 回 線 ご

とに 

(略)

 

(ｱ) 保守の区別がタ

イプ１のもの 

１ 回 線 ご

とに 

(略)

(3) 端末

回線伝送

機能（第

５条（標

準的な接

続箇所）

第１項の

表中第５

欄で接続

する場

合） 

端末回

線によ

り伝送

を行う

機能 

エ ２芯式のも

の 

(ｲ) (ｱ)以外のもの １ 回 線 ご

とに 

(略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 料金額 

２－１ 端末回線伝送機能 

２－１－１ 基本額 

２－１－１－１ 基本料 

                              月額 

区  分 単 位 料金額 備考 

ア 保守の区別がタ

イプ１－１のもの 

１ 回 線 ご

とに 

(略) (1) ＰＨＳ 

基地局回

線機能 

基地局回線により接続する

機能 

イ 保守の区別がタ

イプ１－２のもの 

１ 回 線 ご

とに 

1,547円 

(略)  

(2) (略) (略) (略) (略) (略) 

(ｱ) 保守の区別がタ

イプ１－１のもの 

１ 回 線 ご

とに 

(略) 

(ｲ) 保守の区別がタ

イプ１－２のもの 

１ 回 線 ご

とに 

1,256円 

ア ２線式のも  

 の 

(ｳ) (ｱ)(ｲ)以外のも

の 

１ 回 線 ご

とに 

(略) 

イ (略) 

 

(略) 

 

(略) 

 

(ｱ) 保守の区別がタ

イプ１－１のもの 

１ 回 線 ご

とに 

(略) 

(ｲ) 保守の区別がタ

イプ１－２のもの 

１ 回 線 ご

とに 

4,695円 

ウ １芯式のも

の 

(ｳ) (ｱ)(ｲ)以外のも

の 

１ 回 線 ご

とに 

(略) 

(ｱ) 保守の区別がタ

イプ１－１のもの 

１ 回 線 ご

とに 

(略) 

(ｲ) 保守の区別がタ

イプ１－２のもの 

１ 回 線 ご

とに 

9,390円 

(3) 端末

回線伝送

機能（第

５条（標

準的な接

続箇所）

第１項の

表中第５

欄で接続

する場

合） 

端末回

線によ

り伝送

を行う

機能 

エ ２芯式のも

の 

(ｳ) (ｱ)(ｲ)以外のも

の 

１ 回 線 ご

とに 

(略) 
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(ｱ)  当社の局内スプリッタを

利用する場合 

１回線ご

とに 

(略)  

 

 

      

Ａ  保守の

区 別 が タ

イ プ １ の

もの 

１回線ご

とに 

(略)① 

②

以

外

の

場

合 

Ｂ Ａ以外の

もの 

１回線ご

とに 

(略)

    

 

 

      

(4) 端末回

線伝送機

能（第５

条（標準

的な接続

箇所）第

１項の表

中第１－

２欄で接

続する場

合） 

端末回

線によ

り伝送

を行う

機能 

ア  イ以外

のもの 

(ｲ ) 当

社 の

局 内

ス プ

リ ッ

タ を

利 用

し な

い 場

合 

② 電話重畳する場

合 

１回線ご

とに 

(略)  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 保守の

区別がタ

イプ１－

１のもの

１ 回 線 ご

とに 

(略) 

 

(ｱ)  当社の局

内スプリッ

タを利用す

る場合 

② 保守の

区別がタ

イプ１－

２のもの

１ 回 線 ご

とに 

93円 

 

 

 

 

       

Ａ 保守の

区別がタ

イプ１－

１のもの

１ 回 線 ご

とに 

(略) 

Ｂ 保守の

区別がタ

イプ１－

２のもの

１ 回 線 ご

とに 

1,266円 

① 

②

以

外

の

場

合

Ｃ ＡＢ以

外のもの

１ 回 線 ご

とに 

(略) 

    

 

 

       

Ａ 保守の

区別がタ

イプ１－

１のもの

１ 回 線 ご

とに 

(略) 

(4) 端末回

線伝送機

能（第５条

（標準的

な接続箇

所）第１項

の表中第

１－２欄

で接続す

る場合） 

端 末

回 線

に よ

り 伝

送 を

行 う

機能

ア イ以外

のもの 

(ｲ) 当

社 の

局 内

ス プ

リ ッ

タ を

利 用

し な

い 場

合 

②電

話

重

畳

す

る

場

合

Ｂ 保守の

区別がタ

イプ１－

２のもの

１ 回 線 ご

とに 

33円 
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(ｱ)  当社の局内スプリッタを

利用する場合 

１回線ご

とに 

(略)       

Ａ  保守の

区 別 が タ

イ プ １ の

もの 

１回線ご

とに 

(略)① 

②

以

外

の

場

合 

Ｂ  Ａ以外

のもの 

１回線ご

とに 

(略)

  

 

 

 

      

  イ  第２群

の 伝 送 シ

ス テ ム を

用 い る も

の（収容に

係 る 利 用

制 限 が 設

け ら れ て

い る も の

であって、

カ ッ ド 内

に 単 独 収

容 さ れ て

い る も の

に 限 り ま

す。） 

(ｲ ) 当

社 の

局 内

ス プ

リ ッ

タ を

利 用

し な

い 場

合 

②  電話重畳する

場合 

１回線ご

とに 

 

(略)  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 保守の

区別がタ

イプ１－

１のもの

１ 回 線 ご

とに 

(略) (ｱ)  当社の局

内スプリッ

タを利用す

る場合 

② 保守の

区別がタ

イプ１－

２のもの

１ 回 線 ご

とに 

736 円 

 

 

 

       

Ａ 保守の

区別がタ

イプ１－

１のもの

１ 回 線 ご

とに 

(略) 

Ｂ 保守の

区別がタ

イプ１－

２のもの

１ 回 線 ご

とに 

1,909 円 

① 

②

以

外

の

場

合

Ｃ ＡＢ以

外のもの

１ 回 線 ご

とに 

(略) 

  

 

 

 

       

Ａ 保守の

区別がタ

イプ１－

１のもの

１ 回 線 ご

とに 

(略) 

  イ 第２群

の伝送シ

ステムを

用いるも

の（収容に

係る利用

制限が設

けられて

いるもの

であって、

カッド内

に単独収

容されて

いるもの

に限りま

す。） 

(ｲ) 当

社 の

局 内

ス プ

リ ッ

タ を

利 用

し な

い 場

合 

②  

電

話

重

畳

す

る

場

合

Ｂ 保守の

区別がタ

イプ１－

２のもの

１ 回 線 ご

とに 

676 円 
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ア 端末回線により伝送を行う機能（128kbit/s の符号伝

送が可能なものに限ります。） 

１回線ご

とに 

 

(略)(5) 端末

回線伝送

機能（第

５条（標

準的な接

続箇所）

第１項の

表中第２

－３欄で

接続する

場合） 

イ 端末回線により伝送を行う機能（1.536Mbit/s の符号

伝送が可能なものに限ります。） 

１回線ご

とに  

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

 

   

①  保守の

区別がタ

イプ１の

もの 

１ 回 線

ごとに 

(略)(ｱ) 光回線設備接続モ

ジュール（光回線設備

を成端する装置であ 

って、配線盤に設置す

るものをいいます。以

下同じとします。）に

おいてフィルタ（保守

利用を目的として光 

信号の一部の帯域を 

制限するものをいい 

ます。以下同じとしま

す。）を利用する場合 

②  ①以外

のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略)

①  保守の

区別がタ

イプ１の

もの 

１ 回 線

ごとに 

(略)

(6) 端 末

回 線 伝

送 機 能

（ 第 ５

条（標準

的 な 接

続箇所）

第 １ 項

の 表 中

第 １ －

３ 欄 で

接 続 す

る場合） 

ア 光信号端

末回線（光局

外スプリッ

タを含まな

いものに限

ります。）に

より１芯に

て伝送を行

う機能 

(ｲ) 光回線設備接続モ

ジュールにおいてフィ

ルタを利用しない場合 

②  ①以外

のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

(ｱ)  保守の

区 別 が タ

イ プ １ －

１のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略) ア 端末回線により伝送を行う機能

（128kbit/sの符号伝送が可能なもの

に限ります。） 

(ｲ)  保守の

区 別 が タ

イ プ １ －

２のもの 

１ 回 線

ごとに 

397円 

(ｱ)  保守の

区 別 が タ

イ プ １ －

１のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略) 

(5) 端末回

線伝送機

能(第５条

（標準 

的な接続

箇所）第１

項の表中

第２－３

欄で接続

する場合） 
イ 端末回線により伝送を行う機能

（1.536Mbit/sの符号伝送が可能なも

のに限ります。） 

(ｲ)  保守の

区 別 が タ

イ プ １ －

２のもの 

１ 回 線

ごとに 

7,421円 

 

 

 

 

 

    

①  保守の

区 別 が タ

イ プ １ －

１のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略) 

②  保守の

区 別 が タ

イ プ １ －

２のもの 

１ 回 線

ごとに 

4,695 円 

(ｱ) 光回線設備接続モ

ジュール（光回線設備

を成端する装置であ

って、配線盤に設置す

るものをいいます。以

下同じとします。）に

おいてフィルタ（保守

利用を目的として光

信号の一部の帯域を

制限するものをいい

ます。以下同じとしま

す。）を利用する場合

③ ①②以

外のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略) 

①  保守の

区 別 が タ

イ プ １ －

１のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略) 

②  保守の

区 別 が タ

イ プ １ －

２のもの 

１ 回 線

ごとに 

4,695 円 

(6) 端末回

線伝送機

能（第５

条（標準

的な接続

箇所）第

１項の表

中第１－

３欄で接

続する場

合） 

ア 光信号

端末回線

（光局外

スプリッ

タを含ま

ないもの

に限りま

す。）によ

り１芯に

て伝送を

行う機能 

(ｲ) 光回線設備接続モ

ジュールにおいてフ

ィルタを利用しない

場合 

③ ①②以

外のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略) 
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①  保守の

区別がタ

イプ１の

もの 

１ 回 線

ごとに 

(略)(ｱ) 分岐できる光信号

分岐端末回線の数が８

を限度とするもの 

② ①以外

のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略)

①  保守の

区別がタ

イプ１の

もの 

１ 回 線

ごとに 

(略)

 イ 光信号主

端末回線（光

局外スプリ

ッタを含む

ものに限り

ます。）によ

り１芯にて

伝送を行う

機能 

(ｲ) 分岐できる光信号

分岐端末回線の数が４

を限度とするもの 

② ①以外

のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略)

 

 

 

 

 

 

 

   

(7)～(8) 

(略) 

(略) 

 

(略) 

 

(略) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①  保守の

区 別 が タ

イ プ １ －

１のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略) 

②  保守の

区 別 が タ

イ プ １ －

２のもの 

１ 回 線

ごとに 

5,066 円 

(ｱ) 分岐できる光信号

分岐端末回線の数が

８を限度とするもの 

③ ①②以

外のもの 

１回線

ごとに

(略) 

①  保守の

区 別 が タ

イ プ １ －

１のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略) 

②  保守の

区 別 が タ

イ プ １ －

２のもの 

１ 回 線

ごとに 

4,973 円 

 イ 光信号

主端末回

線（光局外

スプリッ

タを含む

ものに限

ります。）

により１

芯にて伝

送を行う

機能 
(ｲ) 分岐できる光信号

分岐端末回線の数が

４を限度とするもの 

③ ①②以

外のもの 

１ 回 線

ごとに 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

    

(7)～(8) 

(略) 

(略) 

 

(略) 

 

(略) 

 

(略) 
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２－１－１－２ 加算料 

                                                               月額 

区 分 単 位 料金額 備 考

(1) 略） (略) (略) (略) (略) 

①  保 守 の

区別がタイ

プ１のもの 

１光信号分

岐端末回線

ごとに 

(略)(ｱ) (ｲ)以外

のもの 

 

 

 

②  ①以外の

もの 

１光信号分

岐端末回線

ごとに 

(略)

①  保 守 の

区別がタイ

プ１のもの 

１光信号分

岐端末回線

ごとに 

(略)

(2) ２－１

－１－１

第２欄ウ

欄又は第

６欄イ欄

に規定す

る機能に

係る加算

料 

ア 光信号

分岐端末

回線に係

る加算料 

(ｲ) 協定事業

者が設置し

た光信号分

岐端末回線

収容キャビ

ネット等に

その光信号

分岐端末回

線が収容等

されている

もの 

②  ①以外の

もの 

１光信号分

岐端末回線

ごとに 

(略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１－１－２ 加算料 

                                                                月額 

区 分 単 位 料金額 備 考 

(1) 略） (略) (略) (略) (略) 

① 保守の区

別がタイプ

１－１のも

の 

１光信号分

岐端末回線

ごとに 

(略) 

②  保守の区

別がタイプ

１－２のも

の 

１光信号分

岐端末回線

ごとに 

543 円 

(ｱ) (ｲ)以外

のもの 

 

 

 

③ ①②以外

のもの  

１光信号分

岐端末回線

ごとに 

(略) 

① 保守の区

別がタイプ

１－１のも

の 

１光信号分

岐端末回線

ごとに 

(略) 

②  保守の区

別がタイプ

１－２のも

の 

１光信号分

岐端末回線

ごとに 

532 円 

(2) ２－１

－１－１

第２欄ウ

欄又は第

６欄イ欄

に規定す

る機能に

係る加算

料 

ア 光信号

分岐端末

回線に係

る加算料 

(ｲ) 協定事業

者が設置し

た光信号分

岐端末回線

収容キャビ

ネット等に

その光信号

分岐端末回

線が収容等

されている

もの 

③ ①②以外

のもの  

１光信号分

岐端末回線

ごとに 

(略) 
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①  保 守 の

区別がタイ

プ１のもの 

１光信号主

端末回線ご

とに 

(略)(ｱ) 光信号多

重分離機能

ア欄と組み

合わせて利

用するもの 

② ①以外の

もの 

 

１光信号主

端末回線ご

とに 

(略)

①  保 守 の

区別がタイ

プ１のもの 

１光信号主

端末回線ご

とに 

(略)

 イ 光信号

主端末回

線に係る

加算料 

 

(ｲ) 光信号多

重分離機能

イ欄と組み

合わせて利

用するもの 

② ①以外の

もの 

 

１光信号主

端末回線ご

とに 

(略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ア 固定無線基地局伝送路の追加に係る加算料 １固定無線

基地局伝送

路ごとに 

(略)(3) ２－１

－１－１

第２欄エ

欄に規定

する機能

に係る加

算料 

イ (略) (略) (略)

 

 

 

 

   

 

(4) (略) (略) (略) (略) (略)    

 

 

２－１－２ (略) 

２－１の２～２－５ （略） 

 
 

 

 

① 保守の区

別がタイプ

１－１のも

の 

１光信号主

端末回線ご

とに 

(略) 

②  保守の区

別がタイプ

１－２のも

の 

１光信号主

端末回線ご

とに 

5,066 円 

(ｱ) 光信号多

重分離機能

ア欄と組み

合わせて利

用するもの 

③ ①②以外

のもの  

１光信号主

端末回線ご

とに 

(略) 

① 保守の区

別がタイプ

１－１のも

の 

１光信号主

端末回線ご

とに 

(略) 

②  保守の区

別がタイプ

１－２のも

の 

１光信号主

端末回線ご

とに 

4,973 円 

 イ 光信号

主端末回

線に係る

加算料 

 

(ｲ) 光信号多

重分離機能

イ欄と組み

合わせて利

用するも 

③ ①②以外

のもの  

１光信号主

端末回線ご

とに 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

(ｱ) 保守の区

別がタイプ

１－１のも

の 

１固定無線

基地局伝送

路ごとに 

(略) ア 固定無線基地局伝送路の

追加に係る加算料 

(ｲ)  保守の区

別がタイプ

１－２のも

の 

１固定無線

基地局伝送

路ごとに 

16,027 円 

(3) ２－１

－１－１

第２欄エ

欄に規定

する機能

に係る加

算料 

イ (略) (略) (略) 

 

 

 

 

    

(4) (略) (略) (略) (略) (略)    

 

 

２－１－２ (略) 

２－１の２～２－５ （略） 

 

 

 



右欄以外の場
合

通信路設定伝送
機能を利用する
区間が同一の単
位料金区域に終
始する場合

右欄以外の場
合

通信路設定伝送
機能を利用する
区間が同一の単
位料金区域に終
始する場合

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

6,029円 5,498円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
8,226円 7,163円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
52,671円 39,894円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
112,695円 86,837円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
77,580円 76,301円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

77,580円 76,301円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
82,123円 79,570円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

82,123円 79.570円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
89,896円 85,108円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

89,122円 84,652円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
97,850円 90,827円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

97,850円 90,827円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
105,623円 96,365円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

104,849円 95,909円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
112,443円 101,268円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

111,668円 100,812円
（略） （略） （略） （略）

（略）

（略）

保守の区別がタイプ１のもの （略）

（略）

保守の区別がタイプ１のもの （略）

（略）

保守の区別がタイプ１のもの （略）

（略）

保守の区別がタイプ１のもの （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略）

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１のもの

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略）

クラスが下記以外のもの

エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略）

(略) (略)ア (略)

ウ
Ａ
Ｔ
Ｍ
専
用
に
係
る
も
の

第１
種Ａ
ＴＭ
専用
に係
るも
の

0.5Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

3.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの
保守の区別が上記以外のもの

保守の区別が上記以外のもの
2.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

クラスが下記以外のもの

1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの

64kbit/s又は
48kbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

専用回線
ノード装
置、中継
伝送路設
備及び端
末回線を
収容する
伝送装置
により通
信路の設
定並びに
伝送を行
う機能

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

-

256kbit/sの符号伝送が可能なもの

クラスが下記以外のもの

512kbit/sの符号伝送が可能なもの
768kbit/sの符号伝送が可能なもの

2.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの セカンドクラスの

もの
保守の区別が上記以外のもの

5.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別が上記以外のもの

セカンドクラスの
もの

エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

イ
高速ディ
ジタル伝
送に係る
もの

保守の区別がタイプ１のもの

6.144Mbit/sの符号伝
送が可能なもの

クラスが下記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

128kbit/sの符号伝送
が可能なもの

エコノミークラス
のもの

192kbit/sの符号伝送が可能なもの

384kbit/sの符号伝送が可能なもの

エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの
3.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

1.536Mbit/sの符号伝
送が可能なもの

専用回線
ノード装
置、中継
伝送路設
備及び端
末回線を
収容する
伝送装置
により通
信路の設
定並びに
伝送を行
う機能

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

２－６　通信路設定伝送機能
 ２－６－１　分岐回線以外の部分の基本額
  ２－６－１－１　基本料

　１回線ごとに月額
区　　分 料金額 備考

(略)通
信
路
設
定
伝
送
機
能

（略） （略）

3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの

保守の区別が上記以外のもの

0.5Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの

エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

1.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１のもの

4.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの

保守の区別が上記以外のもの

セカンドクラスの
もの

エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

ウ
Ａ
Ｔ
Ｍ
専
用
に
係
る
も
の

第１
種Ａ
ＴＭ
専用
に係
るも
の

セカンドクラスの
もの

２－６　通信路設定伝送機能
 ２－６－１　分岐回線以外の部分の基本額
  ２－６－１－１　基本料

　１回線ごとに月額
区　　分 料金額 備考

通
信
路
設
定
伝
送
機
能

(略)（略） （略）ア (略)
イ
高速ディ
ジタル伝
送に係る
もの

64kbit/s又は
48kbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの

128kbit/sの符号伝送
が可能なもの

384kbit/sの符号伝送が可能なもの
512kbit/sの符号伝送が可能なもの
768kbit/sの符号伝送が可能なもの
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの
1.536Mbit/sの符号伝
送が可能なもの

クラスが下記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

-

エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
192kbit/sの符号伝送が可能なもの
256kbit/sの符号伝送が可能なもの

3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの
6.144Mbit/sの符号伝
送が可能なもの

クラスが下記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの

1.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

セカンドクラスの
もの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別がタイプ１－１のもの

エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

4.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

5.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの
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（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

120,809円 107,081円
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
118,486円 105,714円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
4,591円 3,161円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

3,533円 2,540円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
322,814円 246,190円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

273,975円 217,465円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,795円 1,185円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

990円 713円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
475,293円 346,952円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

358,239円 278,105円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
576,812円 555,712円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
73,944円 73,687円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
454円 326円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
75,304円 74,667円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
454円 326円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
77,580円 76,301円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
81,078円 78,843円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
85,444円 81,930円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
89,031円 84,561円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
92,348円 86,922円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
96,235円 89,692円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
98,031円 91,008円

（略） （略） （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの
（略）

（略） （略）

（略） （略）

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１のもの

（略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略）

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

セカンドクラ
スのもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

（略） （略）

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

クラスが下記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別が上記以外のもの

第
２
種
Ａ
Ｔ
Ｍ
専
用
に
係
る
も
の

セカンドクラ
スのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

（略） （略）
保守の区別が上記以外のもの

50Mbit/sから
134.0Mbit/sまでの符
号伝送が可能なもの

6Mbit/sから
49.0Mbit/sまでの符
号伝送が可能なもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

セカンドクラ
スのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

(ｲ)
50.0Mbit/sを超え
る1.0Mbit/sごと
に

クラスが下記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの
保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

(ｱ)
50.0Mbit/sのもの

(ｲ)
6.0Mbit/sを超え
る1.0Mbit/sごと
に

クラスが下記以外のもの

(ｱ)
6.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別が上記以外のもの

第
２
種
Ａ
Ｔ
Ｍ
専
用
に
係
る
も
の

「
上
り
」
で
伝
送
速
度
を
保
証
す
る
も
の

0.5Mbit/sから
0.9Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.5Mbit/sのもの

(ｲ)
0.5Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

6Mbit/sから
49.0Mbit/sまでの符
号伝送が可能なもの

(ｱ)
6.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
6.0Mbit/sを超え
る1.0Mbit/sごと
に

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

エコノミーク
ラスのもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別が上記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１のもの

50Mbit/sから
134.0Mbit/sまでの符
号伝送が可能なもの

0.2Mbit/sから
0.4Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.2Mbit/sのもの

(ｲ)
0.2Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

(ｲ)
50.0Mbit/sを超え
る1.0Mbit/sごと
に

600Mbit/sの符号伝送が可能なもの

(ｱ)
50.0Mbit/sのもの

134.7Mbit/sの符号伝送が可能なもの

（略）

3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

7.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

6.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

134.7Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

600Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

「
上
り
」
で
伝
送
速
度
を
保
証
す
る
も
の

0.2Mbit/sから
0.4Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.2Mbit/sのもの

(ｲ)
0.2Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

0.5Mbit/sから
0.9Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.5Mbit/sのもの

(ｲ)
0.5Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

6.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

7.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの
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（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

99,737円 92,233円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
102,008円 93,867円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
911円 654円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
454円 326円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
2,271円 1,634円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
454円 326円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
4,547円 3,268円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
8,045円 5,810円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
12,411円 8,897円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
15,998円 11,528円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
19,315円 13,889円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
23,202円 16,659円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
24,998円 17,975円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
26,704円 19,200円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
28,975円 20,834円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
351円 253円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
352円 254円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,762円 1,267円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
351円 253円

（略） （略） （略） （略）

（略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略）

保守の区別がタイプ１のもの （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの
保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略） 保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

「
上
り
」
又
は
「
下
り
」
の
付
加
速
度

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

（略）

保守の区別がタイプ１のもの （略）

-

（略）

(ｲ)
0.1Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

保守の区別がタイプ１のもの

8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

「
上
り
」
又
は
「
下
り
」
の
付
加
速
度

0.1Mbit/sから
0.4Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
0.1Mbit/sのもの

8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

「
下
り
」
で
伝
送
速
度
を
保
証
す
る
も
の

0.5Mbit/sから
0.9Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

（略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

0.2Mbit/sから
0.4Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.2Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
0.2Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの

(ｱ)
0.5Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

(ｲ)
0.5Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
6.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
7.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

0.5Mbit/sから
0.8Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
0.5Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
0.5Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

-

8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

「
下
り
」
で
伝
送
速
度
を
保
証
す
る
も
の

0.2Mbit/sから
0.4Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.2Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
0.2Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
0.5Mbit/sから
0.9Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.5Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
0.5Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

6.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

7.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

0.1Mbit/sから
0.4Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
0.1Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
0.1Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
0.5Mbit/sから
0.8Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
0.5Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
0.5Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

12 



（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

3,521円 2,532円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
273円 197円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
6,240円 4,505円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
337円 239円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
9,621円 6,897円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
280円 204円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
12,397円 8,935円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
259円 183円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
14,973円 10,766円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
302円 215円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
17,983円 12,912円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
140円 102円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
19,375円 13,930円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
133円 95円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
20,694円 14,880円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
20,873円 15,009円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
22,454円 16,146円

（略） （略） （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの
保守の区別がタイプ１－１のもの保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの
保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別が上記以外のもの

3.0Mbit/sから
3.6Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
3.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

(ｲ)
3.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
2.0Mbit/sから
2.7Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
2.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

(ｲ)
2.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの
保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略）
クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

クラスが下記以外のもの

（略）

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

（略） （略）

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別が上記以外のもの

7.0Mbit/sから
7.2Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
7.0Mbit/sのもの

(ｲ)
7.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

8.1Mbit/sの符号伝送が可能なもの

9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの

クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

1.0Mbit/sから
1.8Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
1.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
1.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

2.0Mbit/sから
2.7Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
2.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
2.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

3.0Mbit/sから
3.6Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
3.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
3.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１のもの

4.0Mbit/sから
4.5Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
4.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
4.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
5.0Mbit/sから
5.4Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
5.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
5.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

(ｲ)
6.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

6.0Mbit/sから
6.3Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
6.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

1.0Mbit/sから
1.8Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
1.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
1.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

4.0Mbit/sから
4.5Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
4.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
4.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
5.0Mbit/sから
5.4Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
5.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
5.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
6.0Mbit/sから
6.3Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
6.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
6.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
7.0Mbit/sから
7.2Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
7.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
7.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
8.1Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの
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通信路設定伝送
機能の距離が
10kmを超える場
合の10kmごとの
加算料

相互接続点が当
社が別に定める
通信用建物以外
の場合の加算料

通信路設定伝送
機能の距離が
10kmを超える場
合の10kmごとの
加算料

相互接続点が当
社が別に定める
通信用建物以外
の場合の加算料

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

110円 862円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
220円 1,724円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
2,690円 20,686円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
5,780円 36,931円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
290円 1,824円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

290円 1,824円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
570円 3,648円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

570円 3,648円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,070円 6,839円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

1,000円 6,383円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,570円 10,031円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

1,570円 10,031円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
2,070円 13,222円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

2,000円 12,766円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
2,500円 15,958円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

2,430円 15,502円
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

384kbit/sの符号伝送が可能なもの
512kbit/sの符号伝送が可能なもの

128kbit/sの符号伝送
が可能なもの

（略） （略）ア (略) ア (略)

4.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

セカンドクラスの
もの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

イ
高速ディ
ジタル伝
送に係る
もの

64kbit/s又は
48kbit/sの符号伝送
が可能なもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの
保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

3.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの

-

クラスが下記以外のもの

128kbit/sの符号伝送
が可能なもの

384kbit/sの符号伝送が可能なもの
512kbit/sの符号伝送が可能なもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの
エコノミークラス
のもの

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの
保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

通
信
路
設
定
伝
送
機
能

専用回線
ノード装
置、中継
伝送路設
備及び端
末回線を
収容する
伝送装置
により通
信路の設
定並びに
伝送を行
う機能

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

4.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの
5.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略）

エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略）

イ
高速ディ
ジタル伝
送に係る
もの

64kbit/s又は
48kbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの

768kbit/sの符号伝送が可能なもの

1.536Mbit/sの符号伝
送が可能なもの

クラスが下記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１のもの

区　　分 料金額 備考

  ２－６－１－２　加算料

（略）

１回線ごとに月額

256kbit/sの符号伝送が可能なもの

0.5Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

6.144Mbit/sの符号伝
送が可能なもの

保守の区別が上記以外のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミークラス
のもの

エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの
1.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

2.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

3.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

ウ
Ａ
Ｔ
Ｍ
専
用
に
係
る
も
の

第１
種Ａ
ＴＭ
専用
に係
るも
の

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの

1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの

(略)

3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの

192kbit/sの符号伝送が可能なもの

通
信
路
設
定
伝
送
機
能

専用回線
ノード装
置、中継
伝送路設
備及び端
末回線を
収容する
伝送装置
により通
信路の設
定並びに
伝送を行
う機能

  ２－６－１－２　加算料
１回線ごとに月額

区　　分 料金額 備考

(略)（略） （略）

-

エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
192kbit/sの符号伝送が可能なもの
256kbit/sの符号伝送が可能なもの

768kbit/sの符号伝送が可能なもの
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの
1.536Mbit/sの符号伝
送が可能なもの

クラスが下記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの
6.144Mbit/sの符号伝
送が可能なもの

クラスが下記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別がタイプ１－１のもの

ウ
Ａ
Ｔ
Ｍ
専
用
に
係
る
も
の

第１
種Ａ
ＴＭ
専用
に係
るも
の

0.5Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの

1.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別が上記以外のもの
2.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

5.0Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラスの
もの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミークラス
のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

セカンドクラスの
もの

保守の区別がタイプ１－１のもの
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（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

3,070円 19,605円
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
2,860円 18,238円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
17,140円 109,426円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

12,640円 80,701円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
28,700円 183,288円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

17,920円 114,441円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
320円 2,041円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

220円 1,420円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
140円 869円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略）
60円 397円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
42,200円 269,461円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
60円 365円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
30円 182円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
140円 912円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
30円 182円

（略） （略） （略） 3円
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
290円 1,824円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
500円 3,192円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
790円 5,015円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,000円 6,383円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,210円 7,751円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,460円 9,347円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,570円 10,031円

（略） （略） （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）
クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）
クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

（略） （略）

（略） （略）

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

7.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

(ｱ)
0.5Mbit/sのもの

(ｲ)
0.5Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

第
２
種
Ａ
Ｔ
Ｍ
専
用
に
係
る
も
の

「
上
り
」
で
伝
送
速
度
を
保
証
す
る
も
の

0.2Mbit/sから
0.4Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.2Mbit/sのもの

(ｲ)
0.2Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

0.5Mbit/sから
0.9Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

(ｱ)
50.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

134.7Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

（略） （略）

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

50.0Mbit/sから
134.0Mbit/sまでの符
号伝送が可能なもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別が上記以外のもの

クラスが下記以外のもの(ｲ)
6.0Mbit/sを超え
る1.0Mbit/sごと
に

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

7.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

第
２
種
Ａ
Ｔ
Ｍ
専
用
に
係
る
も
の

「
上
り
」
で
伝
送
速
度
を
保
証
す
る
も
の

0.2Mbit/sから
0.4Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.2Mbit/sのもの

(ｲ)
0.2Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

0.5Mbit/sから
0.9Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.5Mbit/sのもの

(ｲ)
0.5Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

6.0Mbit/sから
49.0Mbit/sまでの符
号伝送が可能なもの

600Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別が上記以外のもの

134.7Mbit/sの符号伝送が可能なもの
保守の区別がタイプ１のもの

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの
(ｱ)
6.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
6.0Mbit/sを超え
る1.0Mbit/sごと
に

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

50.0Mbit/sから
134.0Mbit/sまでの符
号伝送が可能なもの

(ｱ)
50.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

保守の区別が上記以外のもの

(ｲ)
50.0Mbit/sを超え
る1.0Mbit/sごと
に

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略）

（略）

保守の区別がタイプ１のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

（略）

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

（略） （略）

（略）

（略）

（略）

6.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１のもの

（略） （略）

（略） （略）

6.0Mbit/sから
49.0Mbit/sまでの符
号伝送が可能なもの

(ｱ)
6.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

セカンドクラ
スのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

セカンドクラ
スのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

(ｲ)
50.0Mbit/sを超え
る1.0Mbit/sごと
に

クラスが下記以外のもの
セカンドクラ
スのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
600Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

6.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

15 



（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

1,680円 10,715円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,820円 11,626円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
60円 365円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
30円 182円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
140円 912円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
30円 182円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
290円 1,824円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
500円 3,192円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
790円 5,015円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,000円 6,383円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,210円 7,751円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,460円 9,347円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,570円 10,031円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,680円 10,715円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,820円 11,626円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
20円 141円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
20円 142円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
110円 707円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
20円 141円

（略） （略） （略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

「
上
り
」
又
は
「
下
り
」
の
付
加
速
度

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１のもの

0.1Mbit/sから
0.4Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
0.1Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
0.1Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

0.5Mbit/sから
0.8Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
0.5Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
0.5Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

(ｲ)
0.5Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

「
下
り
」
で
伝
送
速
度
を
保
証
す
る
も
の

0.2Mbit/sから
0.4Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.2Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
0.2Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

（略）

保守の区別がタイプ１－２のもの

（略）

保守の区別がタイプ１のもの

-

0.5Mbit/sから
0.8Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
0.5Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
0.5Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

「
上
り
」
又
は
「
下
り
」
の
付
加
速
度

0.1Mbit/sから
0.4Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
0.1Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
0.1Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

7.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略）

「
下
り
」
で
伝
送
速
度
を
保
証
す
る
も
の

0.2Mbit/sから
0.4Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.2Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
0.2Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１のもの

（略） （略）

8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

0.5Mbit/sから
0.9Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.5Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

(ｲ)
0.5Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１のもの

（略） （略）

4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

6.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

0.5Mbit/sから
0.9Mbit/sまでの符号
伝送が可能なもの

(ｱ)
0.5Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの

2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの

3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

6.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

7.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

-
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（略） （略） （略） （略）
（略） （略）

220円 1,413円
（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
20円 106円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
390円 2,476円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
20円 141円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
610円 3,889円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
20円 106円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
770円 4,947円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
20円 106円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
940円 6,009円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
20円 124円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,130円 7,245円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
10円 53円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,220円 7,774円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
10円 53円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,300円 8,303円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,310円 8,376円

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略）

（略） （略）
1,410円 9,009円

（略） （略） （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

（略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１のもの （略）

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

(ｲ)
4.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
5.0Mbit/sから
5.4Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

保守の区別がタイプ１のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

4.0Mbit/sから
4.5Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
4.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

3.0Mbit/sから
3.6Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
3.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
2.0Mbit/sから
2.7Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
2.0Mbit/sのもの

（略） （略）

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

クラスが下記以外のもの

8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

5.0Mbit/sから
5.4Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
5.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
5.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

4.0Mbit/sから
4.5Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
4.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
4.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

3.0Mbit/sから
3.6Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
3.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
3.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

2.0Mbit/sから
2.7Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
2.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
2.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

1.0Mbit/sから
1.8Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
1.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
1.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

（略）

(ｲ)
7.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

(ｱ)
6.0Mbit/sのもの

(ｲ)
6.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの

6.0Mbit/sから
6.3Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

 ２－６－２　（略）

保守の区別が上記以外のもの

クラスが下記以外のもの
保守の区別がタイプ１のもの （略） （略）

8.1Mbit/sの符号伝送が可能なもの
エコノミーク
ラスのもの

9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

7.0Mbit/sから
7.2Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
7.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別が上記以外のもの

1.0Mbit/sから
1.8Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
1.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
1.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

(ｲ)
2.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

(ｲ)
3.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

(ｱ)
5.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
5.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

6.0Mbit/sから
6.3Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
6.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
6.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
7.0Mbit/sから
7.2Mbit/sの符号伝送
が可能なもの

(ｱ)
7.0Mbit/sのもの

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
(ｲ)
7.0Mbit/sを超える
0.1Mbit/sごとに

クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
8.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの

エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

保守の区別がタイプ１－２のもの

8.1Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
保守の区別がタイプ１－２のもの

 ２－６－２　（略）

9.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの クラスが下記以外のもの
エコノミーク
ラスのもの

保守の区別がタイプ１－１のもの

保守の区別が上記以外のもの
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    ２－６の２～２－９ (略)   

 

２－１０ 公衆電話機能 

区  分 単 位 料金額 備  考 

(1) 公衆電話発

信機能 

当社が設置する公衆電話の電

話機等により、通信の発信を行

う機能 

１秒ごとに 0.3924 円                   

(2) ディジタル

公衆電話発信

機能 

当社が設置するディジタル公

衆電話の電話機等により、通信

の発信を行う機能 

１秒ごとに 0.4459 円                   

 

 

 

  

 

 

    ２－６の２～２－９ (略)   

  
２－１０ 公衆電話機能 

区  分 単 位 料金額 備  考 

(1) 公衆電話発

信機能 

当社が設置する公衆電話の電

話機等により、通信の発信を行

う機能 

１秒ごとに 0.3999 円                    

(2) ディジタル

公衆電話発信

機能 

当社が設置するディジタル公

衆電話の電話機等により、通信

の発信を行う機能 

１秒ごとに 0.4545 円                    
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 附 則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、認可を受けた後、平成 18 年 10 月１日から実施します。 

（網使用料の精算に関する特例措置） 

２ 当社は、端末回線伝送機能２－１－１－１第３欄ア欄、第４欄、第５欄、通信路設定伝送機能（いず

れも保守の区別がタイプ１－２のものに限ります。）及び公衆電話機能に係る網使用料（以下この項に

おいて「本件網使用料」といいます。）の算定に用いる保守換算係数の実績（以下この項において「実

績換算係数」といいます。）を把握した場合において、その実績換算係数と現に本件網使用料の算定に

用いている保守換算係数との間で差分が生じたときに、本件網使用料を変更したときは、第 74 条（網使

用料等の精算）の規定にかかわらず、平成18年 10月１日から平成19年３月 31日までの間に適用した本件

網使用料について、変更前の網使用料と実績換算係数を用いて算定する変更後の網使用料（接続料規則

（平成 12 年郵政省令第 64 号）第 11 条第９項、第 12 条及び第 13 条に係る部分については、変更前の

網使用料の算定に用いられた率と同率を適用したものとします。）との差額（以下この項において「差額」

といいます。）に係る精算について、以下の算出式により計算した額を協定事業者と精算するものとしま

す。 

 

精算する額 ＝（差額のうち保守換算係数の差分によるもの＋差額のうち保守換算係数の差分によらな

いもの×１／２）×平成18年10月１日から平成19年３月31日までの期間において本件網使

用料を適用した需要の実績値 

３ 当社は、端末回線伝送機能２－１－１－１第１欄、第３欄ウ欄及びエ欄、第６欄並びに２－１－１－

２第２欄イ欄及び第３欄ア欄に係る網使用料（保守の区別がタイプ１－２のものに限ります。以下この

項において「本件網使用料」といいます。）の算定に用いる保守換算係数の実績（以下この項において

「実績換算係数」といいます。）を把握した場合において、その実績換算係数と現に本件網使用料の算

定に用いている保守換算係数との間で差分が生じたときに、本件網使用料を変更したときは、当社は、

平成 18 年 10 月１日から平成 19 年３月 31 日までの間に適用した本件網使用料について、変更前の網使用

料と実績換算係数を用いて算定する変更後の網使用料との差額（以下この項において「差額」といいま

す。）に係る精算について、以下の算出式により計算した額を協定事業者と精算するものとします。 

 

精算する額 ＝差額のうち保守換算係数の差分によるもの×平成18年10月１日から平成19年３月31日

までの期間において本件網使用料を適用した需要の実績値 

 

 

 


